




一般会計

県繰入金 3,374百万円

支払基金・中央会

被保険者

国

国庫負担金・国庫補助金 16,237百万円

都道府県

一般会計

市町村納付金
【医療・後期・介護】
16,129百万円

市町村

一般会計 国保特別会計

国保特別会計 【歳入】６６，６６８百万円
【歳出】６５，５８３百万円

前期高齢者交付金
27,511百万円

共同事業交付金
（特別高額医療費）
101百万円

後期高齢者支援金
7,303百万円

介護納付金
2,144百万円

ほか

保険料
【医療・後期・介護】

保険給付費

保険給付費等交付金
普通交付金 51,062百万円
特別交付金 2,127百万円

令和４年度島根県国民健康保険特別会計決算の概要

財政調整
基金

医療機関

財政安定化
基金

基金事業費
2,000百万円



島根県国保特別会計の決算剰余金の取り扱いについて（令和４年度決算） 

１ 剰余金取り扱いの基本方針 【下線部 R5年度第１回連携会議修正】

２ 令和４年度決算に係る令和３年度剰余繰越金の精算について 

Ａ …Ｒ３年度の決算による剰余繰越金 

▲2,000,000,000 円 Ａ’…Ｒ４年度積立額（R4.12.7 基金積立）

▲ 530,252,033 円 Ｂ …Ｒ４年度定率国庫補助金の返還金（確定済） 

（Ａ－Ａ’－Ｂ） 

       0 円  Ｃ …予備費（確定額）   →該当なし 

0 円  Ｄ …医療費の変動（確定額）→該当なし 

（Ａ－Ａ’－Ｂ－Ｃ－Ｄ）

＝ 令和３年度剰余金の精算後残余額

基本方針に従い、資金繰りに必要な一定額を確保した上で、残額を積み立てる。 

    ※資金繰りに必要な資金の目安＝5 億円（※普通交付金支払額１％程度）

592,933,314 円＋180,991,296 円－500,000,610 円 

＝273,924,000 円を県財政調整基金に積み立てる。（R5年 9 月補正予算計上） 

R5年度　繰越金 （1,085百万円内訳）

　③返還に備えて留保

①＋②のうち資金繰りのために必要な資金を予備費計上

R3決算剰余金の清算後残余額① R4剰余見込額② R4国庫補助金の返還金③

592,933,341円 180,991,296円 311,432,225円

3,123,185,347円 

592,933,314 円 

   592,933,314 円 

県国保特会で剰余金が生じた場合は、以下（１）～（３）の順に充当し、また、翌年度(R5)

の資金繰りに対応するため、一定額を留保した上でさらに余りが生じる場合は、県財政調整基

金に積み立てを行う。積み立てを行う場合は、当年度（R4）決算確定後、翌年度補正予算にお

いて行う。 

（１） 翌年度(R5)の納付金算定時に考慮するのは、確定した前年度(R3)の決算余剰金を対象と

する。 

（２） 当年度(R4)の不測の支出に対応するため、「予備費」として県の特別会計に留保するこ

ととし、前年度(R3)決算剰余金をもって充てる。 

（３） さらに次の場合、繰越金を活用し財源充当させる。 

①当年度(R4)の保険給付費等交付金（普通交付金）の財源が不足する場合 

②翌年度(R5)の納付金が大幅に増加することが見込まれる場合 

令和５年度第１回 
島根県国民健康保険運営協議会 
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